
鳥栖商工会議所トピックス  令和 5 年 6 月 1 日 訪問者          NO.269  

鳥栖市元町 1380－5 ＴＥＬ 0942－83－3121 ＦＡＸ 0942－83－8888 

労働保険年度更新の際に誤りやすい点のご確認はお済みですか？ 

労働保険事務組合で年度更新の書類を受付させて頂く際に、特に誤りが多い点をご紹介し

ます。賃金・元請工事の報告の際にご参考にしてください。 

①労災、雇用保険の対象支払賃金を記入する際に、代表者や役員は含んではいけません。 

②週 20時間以上勤務する従業員は、雇用保険に加入する義務があります。最低賃金を勘案し

て、雇用保険対象となる未加入の従業員は労働局より指摘される場合が多いです。 

③代表者や役員が対象となる特別加入制度の金額変更は年度更新時で可能です。なお、7月

10日以前の災害発生の保険給付は変更前の給付日額に基づきます。加入脱退の手続きは、

年度更新と一括しては出来ません。改めて届出を提出する必要があります。 

④建設業の労災保険を算定する元請工事高報告は税抜き請負高を記入します。  

雇用保険料率が引き上げとなりましたのでご確認ください！ 

雇用保険法の改正により、令和５年度は 4月から労働者負担、事業主負担の雇用保険二事

業の保険料率が、1/1000上がりました。経理担当者は料率変更をお忘れなくお願いします。 

小郡鳥栖南 SIC周辺産業団地開発について～次期産業団地候補地～ 

 鳥栖市では、小郡鳥栖南スマートインターチェンジ 

への県道アクセス道路北側約３４ヘクタールを次期産 

業団地候補地として開発予定です。 

今後の予定 

 

 

 

 

 

◇６月の無料相談日のご案内 

＊予約制ですので、ご希望の方は事前にご連絡下さい。 作成者：中小企業相談所 中山 

令和 5 年  9 月頃 第 2 回説明会 

10 月～ 1 月頃 開発事業者募集 

令和 6 年  2 月頃 開発事業者選定・基本協定締結 

4 月頃 第 3 回説明会 

税務相談 ６月 ７日（水）・２１日（水）派遣税理士（松永税理士） 

金融相談 ６月 ２日（金）日本政策金融公庫国民生活事業 

 ６月 ７日（水）佐賀県信用保証協会 

法律相談 ６月 ９日（金）行政書士会、６月１６日（金）司法書士会 

 ６月２３日（金）県弁護士会 

経営相談  ６月 ６日（火）・２０日（火） 佐賀県よろず支援拠点 

知的財産相談     ６月２０日（火）佐賀県地域産業支援センター 

事業承継相談  ６月１６日（金）佐賀県事業引継ぎ支援センター 


